
親子ふれあい教室
　今回は「親子ふれあい教室」を紹介します。
　この教室は、乳幼児と保護者の方が楽しく交流できる教室です。
　教室を通じてお子さんと同じ目線で遊びを楽しんだり、お母さん
方同士でおしゃべりしたりと交流の場となっています。予約は不要
ですので、お気軽にご参加ください。
　教室の日程は広報おのまち、健康カレンダー、町のウェブサイト
などでご確認ください。

○対象者：０歳から就学前までのお子さんとその保護者
○内　容：子育てボランティアサークル「キッズ・クラブ」のメン
　　　　　バーが中心となり、絵本の読み聞かせや毎月いろいろな
　　　　　製作、テーマ遊びを行っています。また年に４回ベビー
　　　　　マッサージ教室も開催します。
問子育て支援課
☎ 72-2212

　20歳になる前の傷病による障害基礎年金や
旧障害福祉年金に替わる障害基礎年金の受給
権者は、引き続き年金を受けられるかを確認
するため、毎年７月に「受給権者所得状況届」
を提出する必要があります。
　該当する方には、７月上旬に日本年金機構
から所得状況届などが郵送されますので、忘
れずに提出してください。また障がい状態の
確認が必要な方には診断書付きの届書が送付
されますので、７月中に医師の診断を受けて
から提出してください。

【提出期限】
　７月29日㊎

【 提 出 先】
　町民生活課

障害基礎年金を受給されている方は所得状況届の提出が必要です！

国民年金コーナー

【 注 意 】
・提出が遅れると、年金の支払いが一時停止
　されることがあります。
・平成28年１月２日以降にほかの市町村から
　転入された方は、前住所地の平成28年度分
　（平成27年分）の所得証明書を添付してくだ
　さい。
・所得申告をしていない方は、申告が必要と
　なる場合があります。
問郡山年金事務所
☎024-934-3434
問町民生活課
☎72-6933

子育てコーナー
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